
（団体補助交付金用）

南あわじ市平成 23 年度事務事業評価シート 新規 継続

（④団体用）

会計

款

項

目

Ⅱ　Plan＆Do（計画・事業内容、団体内容、投入資源）

平成 年度 ～ 平成 年度

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

Ⅰ　基本事項 整理番号 861

事　業　名 淡路島観光圏協議会負担金 予
算
科
目

一般会計・１

商工費・７款

担当部課名 産業振興部商工観光課 商工費・１項

電　　　話 0799-37-3012 観光振興費・３目

事業分類
法的根拠

（法令、条例、要綱等）
観光圏整備法

南あわじ市総合計画
施策体系

まちづくりの柱 職＿食＿づくり＿夢あふれ＿働く場を生み出すまちづくり＿

まちづくりの目標 行って楽しい交流・感動の舞台【観光・交流】

施策目標 魅力あるふるさと資源を最大活用し、滞在性とアクセス性を高める

（対象者をどのような状態になってもらいたいのか、事業を実施する「本来の目的」を記入）

（主な事業、具体的な活動内容等）

【平成22年度実績】
「淡路島おもてなしの心」養成事業、感動体験！「海蛍」「山蛍」鑑賞宿泊プラン、淡
路島観光圏おもしろマップ作成事業、御食国キャラバン、淡路島観光圏総合パンフレッ
トの作成、じゃらん（ブログウォッチャー）、岩屋案内所の整備、案内所間の内線電話
の整備、ケーブルテレビ等による情報発信、総合的情報受発信システムの構築、エー
ジェントとのタイアップによる広報事業（ギャップ調査）、エージェントとのタイアッ
プによる2次交通PR事業（旅チャリマップ）、首都圏での情報発信拠点設置事業

（どのような人が団体の構成員となっているか、構成員の内訳等）

合
併
協
議
事
務
調
整
内
容

（合併前においての事業実施団体と合併時における事務調整経緯）

事務局の所在
（直接事務執行部署）

補助金算出根拠

補助交付期間

　観光圏整備事業補助金が4割補助のため、実施事業の6割については地元
負担（淡路島観光圏協議会）としている。この内、全島的な事業について
は、3市で均等割した額を負担している。また、一部事業では県民局等負担
額の差し引き額を3市で按分するものや、南あわじ市で完結する事業につい
ては、南あわじ市で6割を負担している。なお、行政負担金の決定について
は観光担当課協議にて決定している。

構成員人数（人）兵庫県淡路県民局、財団法人淡路島くにうみ協会、洲本市、南あわじ市、
淡路市、淡路島観光協会、洲本商工会議所、五色町商工会、南あわじ市商
工会、淡路市商工会、淡路交通株式会社、本州四国連絡高速道路株式会
社、淡路日の出農業協同組合、あわじ島農業協同組合、淡路畜産農業協同
組合連合会、淡路島酪農農業協同組合、淡路水交会、洲本温泉事業協同組
合

　観光地相互間の連携によって淡路島観光圏を形成し、その観光地の魅力の増進により
国際競争力を高め、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進すること。

団
体
の
概
要

団
体
の
活
動
内
容

団
体
の
活
動
目
的

団
　
体
　
の
　
概
　
要

　　義務的（法定）事務

　　任意的（自治）事務

　旧緑町 　旧西淡町 　旧三原町 　旧南淡町 　旧広域事務組合 　新市から　新市から

　設定なし

　補助団体 　市役所

　市単位

　旧町単位

　旧村単位

　市役所 　旧町単位

　旧村単位

－ 1 －



（団体補助交付金用）

（千円）

（千円）

（千円）

（円）

人件費組織運営 （人件費に係る問題点・課題等）（組織運営に係る問題点・課題等）人件費対前年度増減率－

Ⅲ　Check（事業の自己評価・一次評価）

高 中 低

費用対効果5
必要性 5

人件費に関すること組織運営に関すること

1,000

経費に関する
補足説明

平成22年度まで決算額。平成23～24年度は当初予算額。

2,031 2,191 600

600 1,000

平成２３年度 平成２４年度

2,031 2,191 600 1,000

1,000

0

28.2 26.8

0 0 0

27.4 26.8

自
己
評
価

（
５
点

）

資
源
配
分

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

平成２１年度 平成２２年度

2,031 2,191

必
要
性

　上記理由から、必要不可欠であると思われる。

（公共性、市民ニーズ、緊急性などを分析、問題点・課題などを記入。）

公共性の高低

県

事務局事務費（市が事務局の場合）

－

2,191 6002,031

「目的」対象人数１人当り経費

費
用
対
効
果

5

－

自
己
評
価

（
５
点

）

（費用対効果の分析、問題点・課題などを記入。）

　当該事業は淡路島観光圏（淡路島全体）で行う事業であり、広域行政、淡路県民局、3
市、観光協会等で費用負担している。観光行政に力を注ぐうえでも、市単体で行う事業
に比べ大きな事業実施が可能であるなど大きなメリットがある。

－ － －

5

総
合
評
価

自己評価をふまえた現状分析

　観光圏整備事業負担金については、淡路島の
観光行政を推進していくためにも、大きな起爆
剤となると考える。このため、島内3市・県民
局等が一体となって継続的に取り組んでいくべ
き事業である。

淡路島観光圏協議会負担金 0

平成２０年度

直接事業費 0

財　　　源

国

起債

その他

一般財源[A] 0

人件費（正規職員）[B] 0

平均人件費（１日当り） 27.9

事業量１（事業に要した日数）

事業量２（事業に要した人数）

年間経費（[A]+[B]） 0

評価グラフ

0

1

2

3

4

5

費用対効果 必要性

－ 2 －



（団体補助交付金用）

Ⅳ　Action＆Plan（改善・改革の内容及び次年度以降の計画）

同左

（
現
状
維
持
以
外
の
場
合

）

②
具
体
的
な
改
善
方
法

（
現
状
維
持
以
外
の
場
合

）

③
改
善
に
よ

っ
て
期
待
さ
れ
る
効
果

（
現
状
維
持
の
場
合
も
記
入

）

④
廃
止
の
影
響

仮に補助金、交付金を廃止した場合に予測される影響（プラス面、マイナス面）

　観光圏協議会において廃止となった場合については、構成団体全体の合意ということで、仕
方ないとは思うが、南あわじ市単独で廃止とする場合は、県民局・他市との連携事業であるた
め、行政間での協議は必要不可欠である。当然、南あわじ市の観光が遅れることとなり、与え
る影響は他に波及していくものと考える。

平成２５年度以降にできる中期的な改善・改革

①
今
後
の
方
向
性
と
そ
の
理
由

平成２４年度にできる改善・改革

　平成24年度が現在の観光圏整備実施計画の最
終年度であるが、具体的な事業メニュー、ま
た、負担金割合等については未定である。今後
の観光行政会議などで協議していく。

　予算削減

　現状維持

　予算削減

　現状維持 　事務局変更　休止・廃止

　予算充実　手法見直し

　事務局変更　休止・廃止

　予算充実　手法見直し

　現状維持

－ 3 －


